
美容専門学校の学生さんに、労働法についての講義をおこなって
きました。（弁護士　佐渡島　啓）
先日、美容専門学校の東萌ビューティーカレッジの学生の皆さんに労働法についての講義をおこなってきました。
１時間ほどの講義時間に、労働時間、賃金、解雇、ハラスメントなど、盛りだくさんの内容をお話したため、かえって消化不良にならない
か心配しましたが、受講生の多くが、来春には美容院などに就職することになるだけあって、皆さん熱心に話を聞いてくれました。
今後、彼らが働いていく中で、何かの時に参考にしてもらえるとうれしいです。
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